
-弐

E
四
隼
六
月
二
十
一
日
第
三
種
輔
偏
物
認
可
【
毎
月
一
周
一
回
曲
目
一
付
ザ

辛子電車陸自一月九司~.→・来日昭

抽

一

酬

聾

車

ケ
イ
ン
ズ
の
利
子
理
論
・

昭
和
十
二
年
度
珠
算
を
論
ず

第
二
共
産
業
組
合
描
一
充
三
ヶ
年
計
者
一

+

置

盟

品

開

削

北
支
事
件
特
別
段

円

H

H

H

H

U

咽
』

申

術

別

刷

吋

2
4
J

再
保
険
皐
設
の
登
展

所
謂
倫
理
的
経
済
皐
に
於
げ
る
人
間
皐

支

抑

準

備

金

の

構

成

・

・

:

料

消

吊

土

日

一

間

#

舟

日
本
金
魚
替
本
位
制
の
蹟
大
強
化
:
・
:

岡
防
経
済
と
財
政
政
策
・

ロ
パ
シ
イ
・
不
完
全
競
争
の
下
町
叩
関
税

物
債
指
数
の
立
味
に
閥
ず
る
一
考
察

也

『

日

傘

砂

f

胃

附

円

引

《

Z
山
m

，

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題

禁

帯

載

品可l 争世 ;t 

霊堂竺
tl~l tJ¥( -í!，~ 
二L: ゴコ ーf

八 汐 高

木 見 目

芝 三 保

lJ:fl郎馬

ね tqz 法

土士 土

k 出{!r正 市中

野口波 戸

淳勇 立 正

一斑 .!F 雄

立
川
県
士
桧
岡
孝
見

続
…
尚
早

J

一

柏

井

象

推

経
一
吉
明
士
岡
倉
伯
土

問
問
汗
棋
士
内
海
咋
一
一
郎



昭
和
十
二
年
度
珠
算
乍
論
ず

沙

見

良E

第

序

言

昭
和
十
二
年
度
換
算
は
只
今
賀
行
せ
ら
れ
つ
L
あ
る
。
最
近
の
我
闘
の
抽
出
算
に
於
て
、
と
の
抽
出
算
ほ
ど
成
~
止
に
波
凋
市
換
を
何
閉
め

た
も
の
は
な
い
の
的
め
成
問
内
閣
の
崎
場
減
相
が
抽
出
符
渠
ル
一
編
成
し
附
和
十
一
一
肘
十
一
月
三
|
一
日
に
之
社
決
議
院
に
提
出
し
た
が
、

第
七
十
阿
帝
図
議
舎
の
舎
期
中
に
内
閣
の
更
迭
あ
り
珠
算
案
を
撤
同
し
、
林
内
閣
の
結
城
殿
相
が
修
正
の
上
に
再
提
出
し
た
の
で
あ

る
。
更
に
議
曾
解
散
後
の
特
別
議
舎
た
る
第
七
十
一
同
帝
国
議
舎
に
於
て
近
衛
内
閣
の
賀
屋
蔵
相
が
相
つ
い
で
四
つ
の
遁
加
珠
算
を

提
出
し
た
。
又
、
近
く
閲
か
る
べ
き
臨
時
議
曾
た
る
第
七
十
二
同
帝
園
議
舎
と
来
る
ぺ
き
通
常
議
合
印
ち
第
七
十
三
岡
帝
園
議
舎
と

陀
於
て
少
た
か
ら
ざ
る
迫
加
抽
出
算
が
提
出
せ
ら
る
L
事
と
た
る
べ
く
、
そ
の
全
貌
は
今
に
於
て
も
不
明
で
あ
る
。
況
ん
や
昭
和
十
二

年
度
設
算
を
基
礎
と
し
新
規
要
求
を
之
に
加
へ
て
編
成
す
る
昭
和
十
ゴ
一
年
度
漆
算
に
つ
い
て
は
見
営
を
立
て
難
い
の
で
あ
る
。
然
し

最
少
限
に
於
て
昭
和
十
二
年
度
抽
出
算
は
ど
の
程
度
に
上
る
か
昭
和
十
コ
一
年
度
議
算
の
最
少
限
の
見
透
し
は
ど
う
友
る
か
は
之
を
明
瞭

に
す
る
事
が
出
来
る
。
何
れ
に
し
て
も
昭
和
十
二
年
度
改
算
は
我
園
財
政
上
に
新
し
き
意
味
を
賀
し
更
に
財
界
に
輿
へ
る
影
響
の
少

-
な
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
昭
和
十
三
年
度
議
算
が
昭
和
十
二
年
度
改
算
と
同
様
に
我
が
財
政
及
び
財
界
に
重
要
左
る
事
は
云
ふ
ま

昭
和
十
二
年
度
珠
算
を
論
ず

第
四
十
五
巻

大」

第

競



昭
和
十
二
年
度
稜
算
を
論
ず

第
四
十
五
巻

O 

第

競

で
も
な
い
。
量
的
に
も
質
的
に
も
記
録
を
破
っ
て
ゐ
る
昭
和
十
三
年
度
設
算
を
中
心
と
し
て
研
究
を
進
め
共
の
財
政
的
と
経
済
的
と

の
意
義
を
明
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
c

第一一

昭
和
十
一
一
年
度
鷺
算
の
大
い
芯

昭
和
卜
二
年
度
深
算
は
一
般
合
汁
L
」
特
別
合
計
預
算
に
よ
り
た
っ
て
ぬ
め
が
、

ル
一
に
は
専
九
州
附
除
跡
印
私
J

)

般
ノ
畔
討
梅
錦
に
つ
角
、

研
究
左
進
め
る
。
昭
和
十
二
牛
反
珠
算
は
馬
場
財
政
と
結
城
財
政
と
賀
屋
財
政
と
の
合
作
で
あ
っ
て
過
去
二
議
舎
に
於
て
協
賛
せ
ら

れ
、
更
に
将
来
二
議
舎
を
へ
て
相
官
額
に
上
る
筈
で
あ
る
。
将
来
の
預
測
は
普
く
之
を
措
き
、
特
別
議
合
終
了
ま
で
に
判
明
し
て
ゐ

る
昭
和
十
二
年
度
議
算
を
一
般
舎
計
に
つ
き
計
算
し
第
一
表
を
得
た
の
で
あ
る
。

第

表

昭
和
十
二
年
度
一
般
曾
計
歳
入
歳
出
本
橡
算
及
遁
加
珠
算
直
分
表
(
千
闘
)

珠

斑

1

1

1

1

1

一
一
沼
津
川
」

i
t
r
l円
¥
正
月

t
品
」
叶

同

揚

財

政

(12)一
一
一
、
口
一
圏
一
宅
一
一
、

E
T
R
E
-
-
E
R
J
R一
一
一
円
買

ι一
直
一
、
喜
一
三
一
一
三
怪
人
一

{
本
珠
算
一
一
、
八
一
回
、
実
↑
九
充
、
一
百
三
一
一
、
八
一
一
三
毛
一
一
、
同
六
一
一
、
さ
二
一
三
五
一
、
一
歪
了
一
ベ
一
三
、
主

結
按
財
政
{
第
一
一
蹴
迅
加
濠
算
↑
王
、

A
g
-
Zニ
、
=
一
五
七
↑
主
人
、
一
宅
一
人
交
↑
五
七
、
三
一
元
一
五
八
、
一
考

(
第
七
十
議
曾
)
戸
計
一
一
、
会
一
一
口
、
喜
美
一
一
、
皇
一
、
莞
九
一
=
、
八
吉
一
、
一
量
一
一
温
室
、
E
A
口
一
一
、
固
叉
、
E

E

E

-

、人主、一一量

一
第
一
一
旗
追
加
預
算
一

l
一
九
六
、
八
完
一
九
六
、
入
完
十
八
王
口
一
室
、
九
王
八
十
九
六
、
八
完

↑
第
二
一
概
漣
加
藤
算
一
一
、
ロ
ロ
八
一
=
一
、
夫
二
三
、
Z

八
九
一
ご
、
一
豆
九
一
一
一
、
一
一
元
一
一
旦
三
八
九

政

一

第

三

銃

遁

加

重

二

一

一

五

十

七

、

一

九

三

七

五

三

章

一

六

、

主

八

一

三

一

昔

歳

入

算

歳

問

算

賀

屋

島f



一
(
第
七
十
一
議
合
)
一
第
四
披
追
加
洩
算
一

-

j

J

計

一

一
昭
和
十
二
年
度
本
現
算
及
拍
一
加
費
一

書l-1
回一九、さ霊一

Et--h
、口一八一

一、
E
八
三
一
一
三

一品、
E
E
i

£ヨ

Eヨ
プも I "" 三己

杢|吾孟
Cコl吉:;cコ

出.I ヨE 回

:;ti;1 プ〈

華Ii三重

回一九、六五五

zr
毛、一喜一

一品、回〔託、=八七

馬
場
古
川
相
が
第
七
十
問
帝
関
議
舎
陀
提
出
し
た
昭
和
十
一
一
年
度
線
預
算
は
歳
入
歳
出
と
も
に
三
十
億
一
二
千
八
百
冗
十
八
高
闘
に
上

り
未
曾
有
の
膨
大
議
算
と
し
て
批
判
の
的
と
左
っ
た
の
で
あ
る
。

結
城
蔵
相
は
馬
場
権
相
の
編
成
せ
し
抽
出
算
を
修
正
し
た
が
、
結
局
、
本
珠
算
は
二
億
二
千
五
百
寓
闘
を
減
じ
て
二
十
八
億
千
一
一
一
百

九
十
三
世
間
闘
と
な
っ
た
。
共
後
に
氾
加
曲
川
算
五
千
八
百
十
九
寓
閣
を
定
め
、
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
の
晴
樹
(
三
千
寓
闘
)
と
遣
問
柄
引
札

出
品
向
土
木
賢
一
補
助
等
の
品
川
川
和
(
六
百
四
十
同
副

J

と
九
州
地
方
お
お
他
名
地
風
水
容
彼
誌
施
設
到
八
二
百
仇
同
時
間
〉
と
市
川
問
燃
料
興
業
株
式

舎
祉
設
立
費
(
五
百
高
間
)
と
満
州
拓
殖
舎
枇
出
資
梯
込
金
(
九
百
寓
園
)
共
他
に
あ
て
る
事
と
し
た
、
要
す
る
に
第
七
十
岡
帝
図
議
合

陀
於
け
る
昭
和
十
二
年
度
強
算
は
二
十
入
億
七
千
三
百
十
三
高
五
千
固
に
上
っ
た
の
で
あ
る
。

第
七
十
同
帝
閣
議
舎
は
解
散
せ
ら
れ
た
が
、
解
散
後
の
特
別
議
舎
は
近
衛
内
掃
の
手
に
よ
っ
て
閲
か
れ
る
事
と
な
っ
た
。
こ
の
第

七
十
一
同
帝
園
議
舎
と
相
前
後
し
て
北
支
事
件
が
勃
脅
し
た
結
呆
と
し
て
、
北
支
事
件
に
関
す
る
経
費
に
あ
っ
る
矯
め
に
第
一
読
と

第
四
放
と
の
こ
つ
の
逗
加
珠
算
案
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
第
七
十
一
周
帝
閣
議
舎
で
成
立
し
た
追
加
珠
算
は
四
つ
よ
り
-
な
っ
て
ゐ

る
。
そ
の
第
二
競
は
一
千
三
百
三
十
八
寓
園
に
上
り
、
内
務
省
所
管
北
海
道
拓
殖
費
の
増
加
、
大
蔵
省
所
管
企
聾
臆
設
置
に
仲
ひ
要

す
る
費
用
、
外
国
潟
替
管
理
法
の
運
用
に
伴
ふ
経
費
、
情
報
委
員
舎
の
損
充
等
に
闘
す
る
費
用
、
共
の
他
陸
海
軍
省
所
管
の
経
費
等

で
あ
る
。
第
三
競
逗
加
橡
算
の
金
額
は
七
百
三
十
高
園
で
あ
っ
た
。
歳
出
の
主
要
友
る
も
の
は
、
文
部
、
商
工
各
省
所
管
の
機
棟
エ
‘

昭
和
十
二
年
度
稼
算
を
論
ず

第
四
十
五
巻

一

第

競



昭
和
十
二
年
度
珠
算
を
論
ず

第
四
十
五
拳

告書

抜

四

石
炭
腕
醐
現
揚
係
員
及
高
等
海
員
等
の
養
成
に
闘
す
る
経
費
、

商
工
省
所
管
産
金
奨
闘
に
闘
す
る
経
費
、

保
健
一
枇
曾
省
所
管
保
健
枇

-
曾
省
新
設
に
闘
す
る
費
用
、
弁
務
需
給
調
整
施
設
費
補
助
に
闘
す
る
経
費
等
で
あ
る
。
北
支
事
件
に
闘
す
る
経
費
と
し
で
は
取
税
へ

十
第
一
蹴
迫
加
抽
出
算
と
し
て
九
千
六
百
八
十
寓
闘
を
計
上
し
た
が
、
再
び
第
四
銑
追
加
珠
算
に
四
億
千
九
百
六
十
商
圏
を
計
上
す
る

事
と
な
っ
た
。
第
一
一
抗
遁
加
議
算
の
財
源
は
主
と
し
て
公
債
で
之
を
賄
ぴ
、
第
閣
銃
追
加
珠
算
も
一
公
債
が
財
源
の
大
部
分
を
占
め
て

ゐ
る
が
共
の
他
に
北
文
事
件
特
別
税
と
し
て
六
千
六
百
五
十
飴
寓
国
の
臨
時
税
が
計
上
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
を
注
目
す
べ
き
で
る
る
。

到3

一
同
情
闘
話
人
げ
の
治
加
採
算
配
合
計
す
り
合
と
五
節
一
一
一
千
七
回

7
五
広
聞
と
な
り
川
筋
七
十
同
情
閣
議
品
目
の
結
城
財
政
の
分
に

加
へ
る
と
、
昭
和
十
二
年
度
珠
算
は
巳
に
三
十
四
倍
九
百
寓
闘
に
上
っ
て
ゐ
る
。
馬
揚
財
政
に
比
し
四
億
国
が
増
加
し
て
ゐ
る
。

然
し
北
支
の
事
件
は
今
や
横
大
し
て
日
支
の
摩
擦
面
を
多
く
す
る
傾
き
あ
り
、
近
く
臨
時
議
舎
を
聞
い
て
巨
額
の
遁
加
議
算
を
提

出
す
ぺ
く
、
も
し
必
要
あ
る
時
に
は
来
る
ぺ
き
通
常
議
舎
に
更
に
遁
加
議
算
を
提
出
す
る
か
も
知
れ
一
な
い
。
共
の
結
果
と
し
て
、
総

議
算
四
五
十
億
閣
に
上
る
可
能
性
が
あ
る
。
勿
論
、
北
支
事
件
費
又
は
日
支
事
件
費
を
狽
立
の
特
別
合
計
よ
り
賄
ふ
事
と
な
れ
ば
綿

殻
算
の
数
字
は
膨
脹
せ
十
に
済
む
が
、
こ
れ
は
技
術
的
の
問
顕
で
あ
る
。

以
上
は
一
般
合
計
の
問
題
で
あ
る
が
、
昭
和
十
二
年
度
珠
算
の
犬
さ
を
充
分
に
理
解
す
る
矯
め
に
は
特
別
合
討
を
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
。
と
の
目
的
を
達
す
る
矯
め
に
昭
和
十
二
年
歳
入
歳
出
議
算
純
計
在
る
も
の
が
計
算
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

一
般
舎
計
と
特
別
曾

計
と
を
合
計
し
其
の
中
よ
り
重
複
計
算
に
属
す
る
分
を
姥
除
し
た
礎
徐
を
瑛
算
純
計
と
揺
す
る
の
で
る
る
が
、
第
七
十
回
帝
闘
議
合

に
成
立
し
た
昭
和
十
二
年
度
換
算
額
と
前
年
度
賞
行
設
算
額
と
に
つ
き
此
種
の
計
算
を
行
ぴ
第
二
去
の
結
果
を
得
た
の
で

b
る。

第

表

歳
入
歳
出
致
算
純
計
額
表
(
千
阿
)
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年
歳

度
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圭ーZ 

一、
霊

現 l
ヨ茜Z 算

額

平日
十

一~ 、、 年 歳

度
、 王量

芸ーZ 算額

前
年

一 皮質、
出ー

f王T製
寸'冒甘z 

額算

|叩守刊)(刈(句町門
狭 f借骨庚重

1'(( T象 主主畢

算 i笠算

純 純

計金計

額額額額

一玉、四九九、四五九

一一一、八七一、さき

=、六八七、七六七

口、一八=一、九八=一

回、八五占、一克八

五、官三六、六八回

計

額

複

計

算

議

。っ
4見

一、屯一二、一七-一

義

bつ

圏、古一二、室唱

八、七口二、口(〕四

、四一七、九一
Z
ハ

穴、一一八回、口七八

一、七ニ一、一七一

圏、主主、山口孟

通
常
、
抽
出
算
純
計
と
し
て
は
(
四
)
の
数
字
が
引
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
閉
山
債
及
米
穀
設
務
の
借
換
償
還
に
闘
す
る
経
費
を
差
引
き

(
六
)
の
数
字
を
利
用
す
る
事
と
し
た
。
第
二
去
の
歳
出
換
算
を
見
る
に
、

一
般
合
計
に
於
て
は
二
十
三
億
尉
よ
り
二
十
八
億
闘
に
増

加
し
、
狭
義
の
没
算
純
計
額
に
於
で
は
四
十
五
億
闘
よ
り
五
十
三
億
闘
に
上
っ
て
ゐ
る
。

一
般
合
計
珠
算
の
外
K
特
別
合
計
課
算
を

加
へ
る
事
に
よ
っ
て
昭
和
十
二
年
度
漆
算
の
幅
は
一
一
居
比
大
と
左
っ
て
く
る
。
然
し
之
と
同
時
に
北
支
事
件
費
が
財
政
に
及
ぼ
ナ
影

響
は
、
諜
算
純
計
額
の
方
は
一
般
合
計
額
の
場
合
よ
り
も
比
率
的
に
は
少
く
友
る
。

第
三

昭
和
十
=
年
度
鷺
算
の
特
異
性

昭
和
十
二
年
反
議
算
は
一
般
合
計
額
に
於
て
も
晴
朗
算
純
計
額
に
於
て
も
未
曾
有
の
大
荷
風
算
で
あ
る
に
止
ま
ら
十
、
種
々
の
方
商
に

昭
和
寸
二
年
度
珠
算
を
論
ず

第
四
十
五
巻

第

放

五



昭
和
十
二
年
度
強
算
を
論
ず

第
四
十
五
巻

四

第

銑

占

ノ、

於
て
特
異
性
を
有
し
て
ゐ
る
。
そ
の
編
成
せ
ら
れ
成
立
し
寅
行
せ
ら
る
る
に
至
る
ま
で
に
馬
揚
、
結
域
、
賀
屋
の
三
大
殿
大
臣
の
手

を
へ
、
而
も
時
局
の
必
要
に
迫
ら
れ
各
大
蔵
大
臣
の
創
意
が
稜
算
商
代
盛
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
昭
和
十
二
年
度
珠
算
が
嫡

来
の
我
閣
の
財
政
に
少
友
か
ら
古
る
暗
示
を
興
へ
て
ゐ
る
所
以
で
る
る
。

第
一
は
馬
揚
厳
相
が
珠
算
編
成
の
出
穫
期
に
於
て
積
額
主
義
の
査
定
を
行
っ
た
事
で
あ
る
。
従
来
、
抽
出
算
の
査
定
と
云
へ
ば
先
づ

鴻
ん
左
凡
て
の
要
求
が
抹
殺
せ
ら
れ
突
に
胸
係
各
省
が
之
が
復
情
の
矯
め
忙
努
力
し
長
時
間
の
折
街
の
結
果
と
し
て
漸
〈
要
求
の
一

部
が
強
算
案
と
し
て
成
立
す
る
め
で
怠
る
。
燃
る
に
馬
揚
財
政
に
於
て
は
賓
定
が
寛
大
で
あ
っ
て
耐
も
短
時
間
K
約
ヲ
し
性
ゐ
叫
に
し

て
棚
ざ
ら
し
と
・
な
っ
て
ゐ
た
要
求
が
通
過
し
却
っ
て
要
求
し
た
官
聴
が
迷
惑
が
っ
た
と
云
ふ
は
れ
て
ゐ
る
。
時
局
多
端
の
折
柄
に
、

通
過
し
て
却
っ
て
困
る
と
云
ふ
不
虞
商
目
友
る
新
規
要
求
を
敢
て
す
る
官
牒
は
存
在
し
左
い
と
信
や
る
の
で
あ
る
が
、
抽
出
算
の
否
定

が
柏
も
す
れ
ば
消
極
主
義
に
流
れ
る
事
は
免
れ
難
い
所
か
も
知
れ
た
い
。
世
界
大
戦
官
時
の
狽
逸
の
ム
ヘ
由
州
大
臣
へ
作
フ
ア
引
ツ
ヒ
氏

が
其
の
著
「
世
界
戦
宰
」
に
記
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
間
側
品
坦
の
大
蔵
省
は
如
何
在
る
要
求
が
出
て
も
古
賀
定
に
先
立
ち
取
り
敢
へ
や
示
内
定
す

る
、
そ
し
て
猪
烈
た
る
復
活
の
要
求
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
始
め
て
露
両
自
に
査
定
す
る
と
云
ふ
偉
統
が
存
し
で
ゐ
る
。
此
の
侍

統
に
反
封
し
て
へ
ル
フ
ア
リ
ツ
ヒ
蔵
相
は
国
策
上
に
必
要
友
り
と
認
め
る
時
に
は
闘
係
官
腐
を
促
し
て
積
極
的
に
殻
算
の
要
求
額
を

増
額
せ
し
め
た
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
馬
場
財
政
の
昭
和
十
二
年
度
珠
算
は
=
一
十
億
三
千
八
百
寓
闘
に
上
り
前
年
度
珠
算
二
十
三
億
五

百
高
闘
に
比
し
約
七
億
三
千
一
二
百
高
国
増
加
し
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
軍
事
費
閥
係
(
陸
軍
省
二
億
一

千
九
百
寓
圏
、
海
軍
省
一
億
二
千
九
百
寓
国
)
と
地
方
財
政
調
整
交
付
金
闘
係
(
一
一
億
二
干
高
闘
)
と
園
債
費
闘
係
(
四
千
高
園
)
と
の

六
億
一
千
高
閣
で
る
っ
て
、
仮
り
に
究
定
の
寛
大
を
云
ひ
得
る
と
せ
ば
残
飴
の
一
億
二
千
高
闘
に
限
ら
れ
大
勢
に
は
影
響
し
た
い
の



で
あ
る
。
大
蔵
省
の
換
算
査
定
が
減
徹
至
上
主
義
の
消
極
性
の
も
の
で
よ
い
の
か
、
或
は
へ
ル
ブ
ア
リ
ツ
ピ
の
一
石
ふ
が
知
書
積
根
性

の
珠
算
完
備
主
義
を
採
用
す
べ
き
か
、
問
題
で
あ
る
。
勿
論
、
交
定
の
積
樹
宅
義
に
つ
い
て
は
立
法
論
と
し
て
も
解
樺
論
と
し
て
も

異
議
を
持
む
者
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
馬
場
財
政
が
従
来
の
譲
算
査
定
の
停
統
と
襲
っ
て
ゐ
売
事
亡
け
は
事
寅
で
あ
っ
て
、
問

題
は
帰
来
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
。

第
二
は
、
結
城
財
政
の
「
生
産
力
の
携
交
」
の
思
想
と
賀
屋
財
政
の
「
物
の
後
算
」
の
思
惣
と
で
あ
る
c

附
者
と
も
に
名
義
上
の
晴
朗
算

よ
り
も
賀
川
川
k
の
抽
出
算
を
徐
前
一
し
、
換
算
金
額
そ
の
も
の
よ
り
も
珠
算
の
購
買
力
を
傘
軍
ぜ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
印
ち
一
園
の
物
資
の

生
直
に
は
限
度
が
あ
り
、

一
定
畑
山
度
以
上
に
物
資
を
調
達
せ
ん
と
す
れ
ば
海
外
に
供
給
を
仰
ぐ
か
又
は
圏
内
物
慣
を
騰
貴
せ
し
む
る

に
k
t
r
ψ
。
海
外
ド
良
心
へ
た
み
輸
入
役
仰
ぐ
一
帯
は
閥
際
牧
之
ヒ
よ
け
児
て
町
山
は
し
か
ら
炉
、
一
吋
〈
物
倒
の
同
畑
貴
は
儀
相
の
A

峰
山
刊
を
削
除

な
ら
し
む
る
の
み
友
ら
や
園
民
生
活
の
安
定
を
害
す
る
事
と
た
る
。
認
に
重
要
生
産
物
の
需
給
関
係
を
明
か
に
し
て
、

一
方
に
は
岡

際
牧
支
を
考
慮
す
る
と
共
に
他
方
に
は
生
産
力
を
横
充
し
、
以
て
晴
朗
算
の
機
能
を
定
分
に
務
揮
せ
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
結
城

蔵
相
は
在
任
期
間
が
短
か
か
り
し
潟
め
に
共
の
方
面
に
着
手
し
た
る
に
止
ま
り
賀
屋
蔵
相
が
完
成
す
る
筈
で
あ
る
。
結
城
戚
相
は
取

り
敢
へ
宇
馬
場
財
政
の
強
算
を
二
億
一
一
千
四
百
高
畠
縮
少
し
て
膨
大
珠
算
に
作
ふ
物
憤
騰
貨
を
・
避
け
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
心
理

的
影
響
以
上
の
も
の
は
貸
さ
注
か
っ
た
様
で
あ
る
。
印
ち
と
の
二
億
二
千
四
百
高
閣
の
大
部
分
を
占
む
る
一
億
五
千
高
閣
は
、
馬
場

財
政
の
地
方
財
政
調
整
交
金
付
金
一
-
億
二
千
寓
闘
を
七
千
高
闘
に
減
じ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
此
の
限
り
に
於
て
は
一
億
五
千
高
闘
の

関
税
の
増
加
が
減
や
る
と
共
に
一
億
五
千
蔦
圏
の
地
方
税
の
減
少
を
思
ひ
止
ま
る
と
云
ふ
だ
け
の
事
で
る
っ
て
、
珠
算
修
正
の
財
界

に
及
ぼ

7
影
響
は
費
質
的
に
は
浅
徐
の
七
千
寓
闘
に
止
ま
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
二
億
二
千
高
鴎
減
じ
た
と
云
ふ
撃
の
妓
果

昭
和
十
二
年
度
預
算
を
論
ず

第
四
十
五
巻

主E

督署

捜

七



昭
和
十
二
年
度
珠
算
を
論
ず

第
四
十
王
巻

ームノ、

第

競

A 

は
別
問
題
で
あ
る
。
兎
に
角
、
従
来
は
閤
家
の
需
要
と
云
ふ
一
方
的
立
揚
か
ら
考
慮
し
て
ゐ
た
抽
出
算
を
財
界
と
の
闘
係
に
於
て
之
を

眺
め
、
物
資
の
供
給
と
か
生
産
力
の
程
度
と
か
に
闘
速
し
て
鼓
算
を
編
み
以
て
物
債
の
暴
騰
を
泣
け
ん
と
し
て
ゐ
る
黙
は
多
と
す
ペ

き
で
あ
る
。

第
一
は
局
場
財
政
の
特
長
で
あ
り
、
第
二
は
結
城
財
政
資
産
財
政
の
特
長
で
あ
る
が
、
第
三
に
馬
場
財
政
と
結
城
財
政
と
賀
屋
財

政
と
の
三
者
に
泊
中
る
歳
入
方
削
の
特
長
と
し
て
経
常
収
入
の
芳
賀
を
皐
げ
る
事
が
出
来
る
。
従
来
の
譲
算
が
赤
字
公
債
高
能
で
終

的
し
て
ゐ
た
忙
約
九
十
町
和
十
一
介
ι
i
k
珠
算
が
絞
常
収
入
佐
附
加
し
財
政
の
安
全
日
版
社
保
つ
事
に
努
力
し
で
ね
ゐ
の
は
組
問
ナ
ペ
人
昨
日

で
あ
る
。
共
の
一
方
法
と
し
て
各
特
別
合
計
よ
り
一
般
合
計
へ
の
繰
入
額
を
増
し
た
の
で
あ
る
が
、
経
常
牧
入
を
芳
賀
す
る
最
も
大

友
る
財
源
は
租
税
収
入
の
増
加
で
あ
る
。
馬
揚
財
政
が
図
税
四
倍
闘
を
増
税
し
地
方
税
二
億
二
千
寓
閣
を
減
や
る
殻
定
で

b
っ
た
の

を
改
め
て
、
結
城
財
政
は
園
税
二
億
三
千
高
闘
を
増
税
し
地
方
税
一
億
闘
を
減
税
し
、

い
づ
れ
も
経
常
牧
入
の
充
賓
を
は
か
つ
て
ゐ

る
。
賀
屋
財
政
は
北
支
事
件
費
五
億
闘
を
支
帥
析
す
る
の
に
北
支
事
件
特
別
税
た
る
臨
時
税
を
採
用
し
て
ゐ
る
。
何
れ
に
し
て
も
赤
目
ザ

公
債
寓
能
策
と
は
遣
っ
た
政
策
と
怒
っ
て
ゐ
る
。
然
し
現
行
租
税
制
度
の
外
に
臨
時
租
税
増
徴
法
る
り
又
北
支
事
件
特
別
税
も
設
け

ら
れ
た
か
ら
、
最
小
限
と
し
て
此
の
三
者
の
聯
絡
を
は
か
る
必
要
が
あ
り
、
更
に
中
央
地
方
に
過
す
る
税
制
の
根
本
的
改
革
が
出
来

れ
ば
都
合
で
る
る
が
此
等
は
昭
和
十
ゴ
一
年
度
の
問
題
で
あ
る
。
街
、
歳
入
の
部
門
は
租
税
を
中
心
と
す
る
経
常
牧
入
の
増
加
が
あ
っ

た
に
拘
ら
や
同
時
に
赤
字
公
債
が
激
増
し
た
事
も
挙
げ
ね
ば
な
ら
お
。
現
今
ま
で
に
判
明
し
て
ゐ
る
だ
け
で
も
昭
和
十
二
年
度
に
約

十
四
億
闘
の
赤
字
公
債
が
増
加
す
る
筈
で
あ
り
更
に
臨
時
議
舎
を
へ
て
新
規
公
債
は
約
三
十
五
億
闘
に
上
る
抽
出
定
で
あ
る
。

第
四
に
昭
和
十
二
年
度
抽
出
算
の
歳
出
を
特
長
づ
け
る
も
の
に
園
防
費
の
掛
け
加
が
あ
る
。
試
み
に
昭
和
十
二
年
度
一
般
合
計
珠
算
を



本
議
算
と
追
加
議
算
と
を
通
じ
て
計
算
し
て
見
る
と
、
各
省
別
に
|
|
l
銭
道
省
は
特
別
合
計
の
み
で
あ
る
か
ら
之
を
除
外
し
|
|
次
の

第
三
友
を
得
る
の
で
あ
る
。
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、
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回
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口
、
六
九
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一
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九
一
五
、
』
毛
占
、
ニ
一
三

金
額
の
大
小
の
順
序
か
ら
見
て
所
管
省
別
に
分
類
す
る
と
、
陸
軍
省
(
=
一

0
・
二
八
%
)
、
海
軍
省
(
一
一
一
一
一
・
一
三
%
)
、
大
液
省
)

九
・
四
四
%
)
、
内
務
省
(
八
・
七
四
%
)
、
遁
信
省
(
六
・

O
八
%
)
、
文
部
省
(
四
・
一
一
六
%
)
、
農
林
省
(
=
一
・
四
五
%
)
、
司
法
省
(
了
一
一

昭

和

十

二

年

度

疎

算

を

論

ず

第
四
十
五
巻

七

第

競

九



昭
和
十
二
年
度
珠
算
を
論
ナ

第
四
十
五
各

丹、

第

量主

O 

四
%
)
、
外
務
省
(
了
一
四
%
)
、
商
工
省
(
了
一
三
%
)
、
拓
務
省

(
0・
九
六
%
)
、
保
健
吐
曾
省

(
0・
0
二
%
)
と
友
っ
て
ゐ
る
。

陸
海
軍
省
費
だ
け
で
総
抽
出
算
の
過
竿
(
五
三
副
問
一
%
)
を
占
め
、
更
に
時
局
の
設
展
に
件
ひ
共
れ
以
上
に
増
加
す
る
傾
向
が
あ
り
、

準
戦
時
間
制
の
特
色
が
強
算
面
に
護
揮
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
但
し
事
件
が
も
う
一
居
護
展
し
北
支
事
件
の
経
費
に
猪
立
特
別
合
計
で
も

設
置
す
る
事
と
た
る
と
問
題
が
登
っ
て
ゐ
る
。
先
例
に
よ
れ
ば
図
防
費
の
主
左
る
も
の
が
制
式
特
別
合
計
に
吸
牧
せ
ら
れ
、

一
般
命
日

計
に
於
て
は
陸
海
軍
省
費
が
却
っ
て
減
少
す
る
外
観
を
呈
す
る
か
も
知
れ
た
い
。

第
四

昭
和
十
=
一
年
度
操
算
の
源
測

昭
和
十
二
年
度
抽
出
算
は
事
件
の
殻
展
如
何
に
よ
り
て
定
ま
り
、
昭
和
十
三
年
度
抽
出
算
は
昭
和
十
二
年
度
珠
算
を
碁
礎
と
し
て
成
立

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
昭
和
十
二
度
殻
算
に
見
透
し
が
つ
か
臥
以
上
は
昭
和
十
三
年
度
珠
算
に
も
見
首
が
つ
き
か
心
る
の
で
あ

る
。
然
し
何
れ
に
し
て
も
昭
和
十
三
年
度
抽
出
算
が
如
何
た
る
内
容
を
有
す
る
か
は
我
が
財
界
に
重
大
な
る
影
響
を
奥
へ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
既
存
の
資
料
を
出
来
る
だ
け
利
則
し
以
て
昭
和
十
三
年
度
強
算
の
外
貌
だ
け
で
も
明
か
に
し
た
い
の
で
る
る
。
説
明
の
使

宜
上
、
歳
出
と
歳
入
と
の
こ
つ
に
分
ち
論
や
る
。

昭
和
十
三
年
度
強
算
の
歳
出
と
し
て
、
軍
事
費
と
文
治
費
と
園
債
費
と
物
侵
騰
貴
に
件
ふ
経
費
と
の
四
つ
を
大
別
す
る
事
が
出
来

る。
第
一
の
軍
事
費
で
あ
る
が
、
事
件
闘
係
を
除
外
し
て
も
昭
和
十
三
年
度
歳
出
の
重
要
部
分
は
軍
事
費
が
占
め
る
筈
で
あ
っ
た
。
現

に
第
七
十
同
帝
国
議
舎
に
於
て
は
、
昭
和
十
三
年
度
の
陸
軍
省
の
継
績
費
は
昭
和
十
二
年
度
分
よ
り
約
一
億
国
増
加
す
る
事
と
た
っ



て
ゐ
た
が

l
i
国
防
充
備
費
に
於
て
は
一
億
八
百
寓
園
よ
り
一
億
四
千
寓
国
へ
増
加
し
、
航
空
部
除
其
他
改
備
費
に
つ
い
亡
は
八
千

三
百
寓
園
よ
り
一
億
三
千
寓
園
へ
増
加
す

l
l、
事
件
が
勃
品
試
し
た
今
日
に
於
て
陸
軍
省
費
は
と
れ
以
上
に
増
加
す
る
で
あ
ら
う
。

海
軍
省
費
は
昭
和
十
三
年
度
に
は
大
し
た
鑓
化
が
無
い
空
白
で
る
っ
た
が
、

と
れ
亦
事
件
闘
係
に
上
り
影
響
を
兎
れ
得
な
い
の
で
あ

る
。
問
題
は
従
来
の
満
洲
事
件
費
と
北
支
事
件
費
と
共
他
の
陸
海
軍
省
費
と
を
如
何
に
調
和
す
る
か
に
か
か
っ
て
ゐ
る
。
三
者
を
有

機
的
に
結
合
し
て
、
定
め
ら
れ
た
る
橡
算
を
し
て
充
分
の
殻
呆
を
事
げ
さ
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
丈
治
資
は
、

こ
の
情
勢
の
下
に
於
て
は
大
し
た
増
加
を
笠
み
得
た
い
の
で
あ
る
が
、
銃
後
の
守
り
に
相
官
の
考
慮
を
梯
ふ

事
は
閣
防
費
を
妓
果
的
に
す
る
所
以
で
も
あ
る
か
ら
、
此
の
意
義
に
於
て
も
無
下
に
却
け
て
も
友
ら
お
。
事
務
は
生
産
部
門
分
配
部

門
陀
川
和
州
ロ
聞
の
燃
動
を
卸
す
事
寸
あ
叩
句
か
ら
、

日
配
合
防
制
訓
到
の
支
出
佐
な
っ
で
は
耽
ら
ぬ
。

し
か
も
司
れ
は
悲
し
山
品
川
大
し
た
品
川
川
に

上
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
保
健
枇
舎
省
の
如
き
共
の
遁
例
で
あ
る
。
向
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
農
山
漁
村
の
地
方
税
の
重
歴
を
務

減
ず
る
に
要
ず
る
経
費
で
あ
っ
て
、
決
し
て
之
に
冷
淡
で
あ
っ
て
は
な
ら
友
い
。

第
三
の
図
債
費
は
主
と
し
て
闘
債
の
利
子
支
携
に
充
て
ら
れ
る
経
費
で
あ
っ
て
歳
入
方
面
会
一
関
連
し
て
ゐ
る
。
事
件
費
を
公
債
の

み
で
賄
ふ
か
租
税
を
併
用
す
る
か
に
よ
り
図
債
費
は
大
と
も
友
り
小
と
も
友
る
。
昭
和
十
二
度
の
新
規
公
債
が
三
十
億
闘
で
-
あ
れ
ば

約
一
億
二
千
寓
闘
が
、
阿
十
倍
画
で
あ
れ
ば
約
一
億
六
千
寓
園
が
昭
和
十
三
年
度
の
園
債
費
に
於
て
崎
市
ず
事
と
な
る
。

第
四
の
物
僕
騰
貴
に
基
〈
経
費
は
図
償
費
と
同
様
に
歳
入
方
面
に
も
関
連
し
共
他
物
債
封
策
と
闘
係
を
有
し
て
ゐ
る
。
賀
屋
財
政

の
「
生
産
力
の
横
克
」
「
物
の
荷
風
算
」
等
の
物
侵
針
策
が
、
ど
の
程
度
ま
で
成
功
す
る
か
に
か
か
っ
て
ゐ
る
。
叉
経
費
を
支
排
す
る
の
に

公
債
に
よ
る
か
粗
枕
に
よ
る
か
が
物
債
騰
貴
の
程
度
を
決
定
す
る
事
と
た
る
。
物
債
騰
貴
が
軽
微
で
あ
る
と
物
件
費
が
多
少
の
増
加

昭
和
十
二
年
変
鼓
算
を
諭
ず

第
四
十
五
巻

穴A

第

競



昭
和
十
二
年
度
珠
算
を
論
ず

第
四
十
五
巻

O 

第

盟主

を
一
不
す
に
止
ま
り
人
件
費
に
は
品
川
ん

E
影
響
を
興
へ
た
い
。
然
し
物
債
騰
貴
が
過
度
に
上
る
と
物
件
費
の
増
加
す
る
は
も
と
よ
り
人

件
費
も
或
程
度
の
増
加
を
免
れ
な
い
。
物
債
針
策
と
そ
昭
和
十
=
一
年
度
抽
出
算
を
決
定
す
る
重
要
な
る
要
素
た
り
と
云
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
物
侵
騰
貴
は
自
然
増
収
を
粛
す
事
に
よ
っ
て
歳
入
方
面
に
も
好
影
響
を
輿
へ
る
と
云
ふ
見
方
も
あ
る
が
、
自
然
増
牧
は
時
間
的

に
護
れ
分
量
的
に
劣
り
、
財
政
の
み
の
立
揚
よ
り
見
て
も
歓
迎
す
べ
き
ぜ
た
い
。
況
ん
や
閥
民
生
活
の
安
定
と
云
ふ
方
面
よ
印
見
る

と
一
居
慎
重
に
之
を
扱
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

要
す
る
に
唱
放
出
は
軍
事
相
閣
に
於
て
も
，
女
一
治
資
に
川
町
て
も

w

閣
僚
謝
R

K
於
寸
も
、
物
航
総
A
R
に
附
越
し
て
も
可
和
川
M
M
に
六
一
帽
の

増
加
を
見
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
共
の
大
部
分
は
臨
時
費
の
増
加
と
た
っ
て
現
は
れ
る
が
、

同
時
に
経
常
費
の
増
加
す
る
事
を
無

腕
ず
る
を
得
泣
い
。

然
ら
ば
、
乙
の
膨
大
・
た
る
昭
和
十
三
年
度
歳
出
を
如
何
に
し
て
支
柑
附
す
る
か
と
云
ふ
に
.
自
然
格
牧
と
公
債
収
入
と
靖
税
牧
入
と

の
三
つ
に
分
っ
て
考
へ
る
事
が
出
来
る
。

第
一
の
自
然
増
牧
で
る
る
が
、
臨
時
租
税
増
徴
法
其
他
の
経
常
収
入
の
増
加
の
卒
年
化
に
よ
り
相
首
額
の
増
牧
を
期
待
し
得
る
事

で
あ
り
、
更
に
好
景
気
に
基
ぐ
自
然
増
収
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
者
に
は
可
た
り
の
期
待
が
か
け
ら
れ
る
が
、

後
者
に
は

問
題
が
存
し
て
ゐ
る
。
印
ち
歳
入
方
面
に
此
種
の
自
然
増
牧
の
あ
る
事
は
歳
出
方
面
に
物
債
騰
貴
に
基
〈
経
費
が
一
居
多
〈
増
す
事

を
抽
出
想
す
る
も
の
で
る
る
か
ら
、
歳
出
蔵
入
を
通
じ
て
考
へ
る
と
此
方
面
に
徐
り
期
待
を
か
け
ら
れ
友
い
の
で
あ
る
。

第
二
は
公
債
牧
入
で
あ
る
。
昭
和
十
二
年
度
及
び
昭
和
十
三
年
度
の
二
悶
に
わ
た
っ
て
相
官
に
豆
額
の
公
債
を
議
行
ず
る
必
要
あ

り
他
方
に
図
債
の
利
廻
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
営
の
努
力
を
必
要
と
す
る
。
特
別
議
舎
に
於
て
日
本
銀
行
の
金



準
備
の
評
債
換
を
行
ふ
事
に
よ
り
日
本
銀
行
指
悼
の
準
備
愛
行
額
を
多
く
し
た
の
が
第
一
で
あ
り
、
更
に
来
る
べ
き
通
常
議
舎
に
保
詮

務
行
額
を
増
す
ぺ
し
と
云
ふ
が
第
二
で
あ
る
。

か
く
し
て
制
限
外
務
行
を
行
は
や
し
て
日
本
銀
行
家
を
増
殻
せ
し
め
以
て
日
本
銀
行

を
し
て
闘
債
を
引
受
け
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
日
本
銀
行
記
悼
の
急
激
友
る
増
登
は
悪
性
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
起
さ
し
め

る
虞
あ
り
、
認
に
財
界
を
し
て
図
債
を
消
化
せ
し
む
る
方
策
を
採
る
必
要
が
あ
る
。

モ
の
第
一
策
と
し
て
政
府
の
統
制
下
に
あ
る
大

蔵
省
預
金
部
共
他
を
し
て
一
一
居
多
く
の
岡
債
を
引
受
け
し
め
る
。
突
に
は
銀
行
、
信
託
命
日
祉
、
生
命
保
険
舎
枇
等
の
金
融
機
関
に
園

債
を
引
受
け
し
め
る
。
更
に
勧
業
銀
行
を
通
じ
て
割
増
金
付
債
卑
怖
を
議
行
せ
し
め
園
債
の
民
衆
化
に
あ
て
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
然

し
国
債
の
消
化
の
矯
め
に
資
金
を
吸
牧
し
て
仕
舞
ふ
と
生
産
力
の
撰
充
が
出
来
た
く
な
る
。
か
く
し
て
閥
債
の
消
化
を
は
か
る
一
面

に
日
本
銀
行
の
氾
ル
円
札
、
ほ
h
t
増
す
ん
ど
な
ふ
二
筋
道
を
法
む
べ
く
、

問
題
は
一
桐
#
刊
の
調
印
を
如
何
た
る
知
代
求
め
る
か
に
存
し
て
ゐ

る
。
昭
和
十
一
一
一
年
度
の
園
債
護
行
繍
は
十
五
億
闘
で
あ
る
か
二
十
億
園
で
あ
る
か
は
全
〈
不
明
で
あ
る
が
、
第
七
十
回
帝
閣
議
舎
で

考
へ
て
ゐ
た
昭
和
十
二
年
度
の
国
債
護
行
額
よ
り
も
大
な
る
も
の
で
あ
る
事
は
疑
の
無
い
所
で
あ
る
。

第
三
は
増
税
の
問
題
で
あ
る
。
歳
出
の
大
部
分
が
臨
時
費
で
あ
る
か
ら
歳
入
も
腕
時
牧
入
た
る
公
債
の
み
で
支
排
し
て
差
支
へ
た

い
様
で
る
る
が
、
問
題
は
そ
う
簡
単
で
な
い
。

昭
和
十
三
年
度
強
算
に
は
名
は
臨
時
費
で
あ
っ
て
も
経
常
費
的
性
質
の
も
の
が
あ

り
、
之
に
名
貨
共
に
経
常
費
で
る
る
も
の
を
加
算
す
る
と
、
賓
質
的
の
経
常
費
は
相
嘗
に
附
す
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
此
等
の
経
常

費
の
中
で
物
償
騰
貴
に
伴
ふ
経
費
は
自
然
増
収
と
新
税
法
の
平
年
化
で
一
部
支
排
す
る
事
は
出
来
る
が
、

そ
れ
で
は
不
定
分
で
あ

る
。
現
に
昭
和
十
二
年
度
の
新
規
公
債
が
三
十
億
闘
で
あ
れ
ば
英
の
利
子
支
携
の
矯
め
に
一
億
二
千
寓
園
の
経
常
牧
入
を
新
た
に
必

要
と
し
、
四
十
億
固
で
あ
れ
ば
一
億
六
千
寓
園
の
経
常
牧
入
の
必
要
が
新
た
に
起
っ
て
〈
る
。
か
う
考
へ
る
と
‘
「
昭
和
十
三
年
度

昭
和
十
二
年
度
強
算
を
論
ず

第
四
十
五
巻

第

量量



昭
和
十
二
年
度
強
算
を
論
ず

第
四
十
五
巻

告書

抜

四

で
は
原
則
と
し
て
増
設
な
し
、
但
し
地
方
税
を
較
減
ず
る
程
度
だ
け
は
園
税
を
増
額
す
る
も
止
む
を
得
十
」
と
云
ふ
式
の
議
論
は
行

は
れ
な
〈
た
っ
て
来
る
。
剖
ち
昭
和
十
一
-
一
度
に
は
、
臨
時
租
税
増
徴
法
と
北
支
事
件
特
別
税
法
を
現
行
の
租
税
髄
系
に
加
へ
て
多
少

の
増
税
を
行
ふ
事
だ
け
で
は
問
題
の
解
決
に
は
ゑ
ら
た
い
。
近
代
的
の
新
税
を
取
り
入
れ
中
央
財
政
と
地
方
財
政
と
に
通
じ
た
新
し

い
租
税
関
系
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

j調i
::I:ii:. 

鵬
首
れ
た
る
問
臨

昭
和
十
二
年
度
珠
算
は
第
七
十
岡
帝
園
議
舎
と
第
七
十
一
同
帝
図
議
舎
に
於
て
三
十
四
億
闘
を
突
破
し
、
来
る
べ
き
臨
時
議
舎
と

通
常
議
舎
と
に
於
て
更
に
其
の
額
を
増
す
事
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
昭
和
十
二
年
度
抽
出
算
を
某
礎
と
し
て
成
立
す
る
開
和
十

三
年
度
換
算
も
相
苗
の

E
額
に
上
る
事
と
な
ら
う
。
こ
の
膨
大
な
る
歳
出
に
謝
し
て
歳
入
方
面
に
於
て
如
何
た
る
劉
策
を
議
十
ぺ
き

か
が
残
さ
れ
た
る
問
題
で
あ
る
。

前
中
辿
の
如
く
、
我
図
の
歳
入
の
中
で
自
然
増
収
は
た
の
む
に
足
ら
や
、
結
局
に
増
税
と
公
債
と
に
之
を
仰
ぐ
ベ
〈
、
要
は
雨
者
を

如
何
に
調
和
す
ぺ
き
か
に
存
し
て
ゐ
る
。
我
国
の
財
政
を
増
税
の
み
で
賄
へ
と
云
ふ
の
は
出
来
難
い
相
談
で
あ
る
と
同
様
に
、
我
園

の
財
政
を
公
債
の
み
で
支
排
し
て
行
〈
事
も
不
合
理
の
注
文
で
あ
る
。
生
産
力
の
掠
充
が
問
題
と
た
り
資
金
を
此
の
方
面
に
向
け
ね

ば
な
ら
ぬ
際
に
金
融
機
闘
を
し
て
公
債
を
充
分
に
消
化
せ
し
む
る
事
は
無
理
で
あ
り
、
而
も
此
の
時
に
日
本
銀
行
を
し
て
公
債
を
遇

度
に
引
受
け
し
む
る
事
は
悪
性
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
起
す
虞
が
あ
る
。
こ
と
に
公
債
と
増
設
と
の
調
和
の
問
題
が
存
し
て
ゐ
る
。

息
ふ
に
我
が
歳
出
の
最
大
部
分
を
占
む
る
も
の
は
周
防
闘
係
の
粧
品
孔
で
あ
り
、
此
種
の
経
費
は
結
局
の
所
は
過
去
に
我
が
国
民
が
蓄



積
し
た
園
富
と
毎
年
に
我
が
園
民
が
生
産
す
る
闘
民
所
得
と
よ
り
之
を
支
排
し
て
行
く
し
か
方
法
が
泣
い
の
で
あ
る
。
内
閣
統
計
局

の
推
計
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
年
末
の
我
が
園
富
千
百
一
億
闘
の
中
で
九
百
二
十
億
闘
が
私
有
財
産
で
る
り
、
昭
和
五
年
園
民
所
得
百

六
億
闘
の
中
で
百
三
億
困
は
私
入
所
得
で
る
る
。
内
閣
統
計
局
の
推
計
の
数
字
を
此
種
の
研
究
に
共
佳
に
用
ふ
る
事
が
出
来
る
か
ど

う
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
国
富
及
び
国
民
所
得
の
大
部
分
が
或
は
私
有
財
産
で
あ
り
或
は
私
人
所
得
闘
係
の
も
の
で
あ
る
事
は
疑
な

き
事
責
で
あ
る
。
従
っ
て
公
債
に
よ
る
か
増
税
に
よ
る
か
、
公
債
に
よ
る
と
し
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
程
度
に
止
め
る
か
、

租
税
に
よ
る
と
し
て
如
何
た
る
税
種
を
選
ぶ
か
と
云
ふ
問
題
は
、
蹄
ず
る
所
は
私
有
財
産
又
は
私
入
所
得
の
如
何
な
る
部
門
よ
り
事

件
費
を
調
達
し
て
行
く
か
に
蹄
着
す
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
公
債
租
税
の
濯
揮
は
軍
に
財
政
技
術
の
問
題
に
止
ま
ら
や
岡
民
の
生
産
部

円
及
び
分
胤
部
門
の
如
何
た
る
方
同
K
倒
防
殺
を
白
指
せ
し
め
る
ふ
の
問
崩
L'
ご
ほ
っ
と
く
る
日

平
時
の
岡
家
殻
算
で
る
れ
ば
歳
出
と
歳
入
と
を
拙
倒
立
し
て
考
へ
る
事
が
出
来
る
し
、
財
政
を
財
界
と
切
り
離
し
て
解
決
が
つ
く
の

で
あ
る
。
然
し
昭
如
十
三
年
度
漆
算
及
び
昭
和
十
三
年
度
設
算
の
如
き
非
常
時
の
復
算
に
つ
い
て
は
、
歳
入
と
歳
出
と
の
有
機
的
胤

係
を
見
定
め
、
更
に
財
政
が
財
界
の
生
産
部
門
及
び
分
配
部
門
に
如
何
に
影
響
す
る
か
を
考
へ
、

と
れ
が
針
策
を
講
や
る
必
要
が

あ
る
。
と
れ
我
園
の
経
済
界
の
動
向
を
見
る
に
営
り
昭
和
十
二
年
度
抽
出
算
が
如
何
に
章
一
要
た
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

昭
利
十
二
年
度
強
算
を
論
ず

第
四
十
五
巻

第

競

子王


